
令和２年１月８日

疑 義 回 答 書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。

工事番号・工事名 東下第３２号 松浜第１排水区三軒屋町雨水貯留管下水道工事

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）

本日公表された標記工事の予定価格から計算すると、設計書に特別単価調査と明示

されたクッション材（φ2600mm用,180°,10mm）の単価は、2019年度版「建設物
価」推進工事用機械器具等基礎価格表に掲載のＦＪリングの単価（180°につき半額）
が採用されているように思われます。

 本件の質問回答（管理番号 7番）では「積算書に特別単価調査と明示した資材は、
特別単価調査結果の単価を採用」と書かれておりますが、ご確認をお願い致します。

回        答

クッション材φ2600 ㎜用 180° 10 ㎜ の仕様とした「特別単価調査の単価」
を採用しています。 

担当課 関係課


